
○フラット３５ （優良住宅取得支援制度を含む）の事業量の増加による資金融通支援の強化

○画一的融資選別をしないフラット３５における10割融資の実施（買取型） 、優良住宅取得支援制度による金利
優遇の充実（長期優良住宅等について優遇期間を20年（現行10年）に延長）
○フラット３５（買取型）で借換ローンを買取対象とすることによる、長期固定金利の住宅ローンへ誘導、金利変動

リスクの回避

○住宅融資保険制度において、料率の引下げ、填補率10割のメニューの追加等を行うことによる、民間金融機
関の住宅ローンの供給促進

住宅・土地金融の円滑化
■住宅ローンの円滑な借入支援 ［住宅金融支援機構］■住宅ローンの円滑な借入支援 ［住宅金融支援機構］

○住宅金融支援機構のまちづくり融資についての中小事業者向け無保証融資の事業量拡大や、空地確保事業

の面積要件緩和（500㎡以上→300㎡以上）等、事業対象要件見直しによる、事業者向け住宅建設事業資金
の支援

■住宅・不動産事業者の円滑な資金調達支援（まちづくり融資の充実） ［住宅金融支援機構］■住宅・不動産事業者の円滑な資金調達支援（まちづくり融資の充実） ［住宅金融支援機構］

○停滞している民間プロジェクトの緊急支援のため、国又は地方公共団体によるまちづくりに関する計画に位置

付けられ、かつ民間によるプロジェクトが停滞している地区について、都市再生機構（ＵＲ）が土地等を取得し、

敷地の集約や公共施設整備などを行った上で、民間事業者に敷地を供給する。

○優良な民間都市開発事業に対する資金支援を行うため、民間都市開発推進機構の支援を充実・透明化しつ

つ、長期・低利の資金供給、出資・社債取得等様々な支援メニューにより、土地取得段階を含め、事業の各段

階・各地域における要請に応える。

○官民一体となったファンドの創設や政投銀の危機対応業務等によるリートへの資金供給の充実

■大規模都市再生プロジェクトや地方の優良な都市開発事業等の支援 等■大規模都市再生プロジェクトや地方の優良な都市開発事業等の支援 等



大規模プロジェクト支援

■■予算措置（無利子貸付）の目的予算措置（無利子貸付）の目的

大規模都市再生プロジェクト及び地方の優良な都市開発事業について支援を行う
ため、民間都市開発推進機構に対する無利子貸付予算を確保。

■土地取得段階からの参加業務実施■土地取得段階からの参加業務実施

これまで着工時を原則としていた事業参加（資金支援）について、土地価格や対象
事業の基準を含む適格要件を明確化しつつ、土地評価額の最大５割について、民都
機構による資金実行を土地取得段階に前倒しすることを可能とする。

■参加業務

優良な都市開発プロジェクトに
共同事業者として参加

＜支援の段階＞

民間借入

■参加業務の拡充

土地取得段階からの事業参加
○適格要件を明確化
（土地価格、対象事業の基準）

＜支援の段階＞

事業の各段階・規模・地域における要請に応える

都市開発事業に対する支援措置について

都市開発事業支援
－大都市～地方都市－

民間都市開発民間都市開発
推進機構推進機構

土地取得
段階

着工時 事業中

土地取得
段階

着工時 事業中

都市再生緊急整備地域に
おける大規模都市開発プ
ロジェクトに対する支援

低利での
資金供給

無利子貸付

参加業務参加業務
無利子貸付

民間借入

出資、

社債取得等
都市再生都市再生
ファンドファンド

都市再生都市再生
支援業務支援業務

国国

民間金融機関等民間金融機関等

無利子貸付



住宅・土地金融の円滑化 （住宅融資保険及びフラット35の拡充）

施策の概要

ねらい

○民間金融機関による住宅ローンについて、住宅金融支援機構が保険引受けによる信用補完を行う住宅融資保険 及び、職業
等による画一的融資選別を行わない長期固定金利の住宅ローンであるフラット３５について、拡充等を行うことにより、住宅
ローンの供給を促進。

支援の内容支援の内容

【主なフラット３５の拡充等】
○事業量の増加（優良住宅取得支援制度を含む）による資金融通支援の強化
○頭金なしでも住宅が取得できるよう、買取型において１０割融資の実施（現行：９割）
○長期固定金利へ誘導するため、買取型で借換ローンを買取対象化
○優良住宅取得支援制度（フラット35S）について、長期優良住宅等の特に性能が優れた住宅について金利優遇
（▲0.3％）期間を20年間に延長（現行：10年間）

○住宅融資保険及びフラット３５の活用により、住宅ローンの供給を促進

○フラット３５（買取型）で借換ローンを買取対象とすることによる、長期固定金利の住宅ローンへ誘導、金利変動リスクの回
避。

【主な住宅融資保険制度の拡充等】
○保険料率の引下げ
○填補率の10割のメニューの追加（現行：原則９割）
○借換融資を保険対象に追加

○住宅改良（バリアフリーリフォーム）等資金に係るリ
バースモーゲージについての事業量拡大

住宅ローン
利用者

債権・
債務関係

金融機関
(保険契約者)

保険関係

融資

返済

信用

補完

住宅金融
支援機構
(保険者)

【住宅融資保険制度の仕組み】



【ファンドの設立意義】

国際的な金融秩序の混乱による急速な信用収縮に
よって、これまで有力な買い手だったＪリートは、キャッ
シュフローが安定し損益面も黒字が確保されているにも
かかわらず資金調達に窮しており、不動産市場は適正
に価格が形成されない「負のスパイラル」に陥っている。

Ｊリートに対する新たな資金供給を行い、買い手として
の機能を回復させるファンドを官民一体となって組成し、
Ｊリートの活動を通じて市場における価格形成機能を回
復させることにより、不動産市場の安定化と資産デフレ
の防止を図る。

【ファンドの設立】

○Ｊリートへの資金供給を目的とする官民一体となったファンドの設立に向けて、関係業界（不動産業、リート、金融機
関）、行政、有識者、実務家等により、出資・融資など設立に関するルールを明確化。

資産

借入金

不動産市場
安定化ファンド

出資金

【貸付等が想定される事例】

○Jリートの新規の物件取得
○合併等の再編に必要な資金
○投資法人債の借換

等

貸出・
引受

公的信用補完

融資

ニューマネー
（民間金融機関）

出資

ｴｸｲﾃｨｰ
・業界各社 ・業界団体

・既存レンダー（民間金融機関）
・オリジネーター

融資

Jリート

Ｊリートへの資金供給を目的とする官民一体となったファンドの設立

【有力な買い手であるＪリート】
Ｈ１９年度上場企業等の不動産売却総額
→ 約３．３兆円中 約１．５兆円をＪリートが取得

※出所：不動産証券化ハンドブック2008-2009

※出所：Ｊリート公表資料をＡＲＥＳ集計

【Ｊリートの物件取得は急減】
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※３大都市圏
　東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
　大阪府・京都市・神戸市・名古屋市
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全体で昨年の
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Ｈ２０年度実績（4～12月末)

○３大都市圏
　→昨年の４割以下
○地方
　→昨年の２割以下



住宅・土地金融の円滑化 （まちづくり融資の充実）

施策の概要

ねらい

○住宅金融支援機構が優良な住宅建設事業に融資するまちづくり融資について、事業量の拡大、要件緩和を行う。

支援の内容支援の内容

○敷地内に有効な空地を確保する等の優良な住宅事業へ融資し、住宅・不動産市場の活性化と良好な市街地環境の確保

を図る。

空地を確保

敷地面積
（現行）500㎡以上

↓
（見直し後）300㎡以上

住宅比率要件
（現行）１／２超

↓
（見直し後）１／４以上

【まちづくり融資の拡充等】
○中小事業者向け無保証融資の事業量拡大
○事業対象要件の緩和
・空地確保事業の面積要件緩和（500㎡以上⇒300㎡以上）
・住宅比率要件の緩和（住宅比率１／２超⇒１／４以上）
・容積率充足要件の緩和（充足率１／２以上⇒１／３以上）

容積率充足要件
（現行）１／２以上

↓
（見直し後）１／３以上



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

○停滞している民間プロジェクトの緊急支援のため、国又は地方公共団体によるまちづくりに関する計画に位置
付けられ、かつ民間によるプロジェクトが頓挫している地区について、都市再生機構が土地等を取得し、敷地の集
約や公共施設整備などを行った上で、民間事業者に敷地を供給する。

○優良な民間都市開発事業に対する資金支援を行うため、民間都市開発推進機構の支援を充実・透明化しつつ、
長期・低利の資金供給、出資・社債取得等様々な支援メニューにより、土地取得段階を含め、事業の各段階・各
地域における要請に応える。

民間都市開発推進機構による支援

■大規模都市再生プロジェクトに対する

出資・社債取得等による支援

大規模都市再生プロジェクトや地方の優良都市開発事業等の支援

■優良な民間都市開発プロジェクトに対する長期・低利の

資金供給による支援

＜支援の段階＞

土地取得
段階

着工時 事業中

事業の各段階における
支援が可能

都市再生機構（ＵＲ）による民間プロジェクトの緊急支援

■経済状況の急激な悪化により停滞している民間プロジェ

クトについて、都市再生機構が支援することにより、住宅・

不動産市場の活性化を図る。

《従 前》 《従 後》

（注1）上記地区における
①大規模な公共施設整備の必要がない工場跡地を取得して整備す
る事業、②不整形地を取得した後に、周辺を追加買収し整備するよ
うな小規模な事業 等が対象

（注2）事業実施に当たっては、「都市再生事業実施に係る基準」（平成20
年3月策定）に基づき実施する。

【事業のイメージ】 民間に敷地を供給

支援事業例

支援事業例


